
大津市監査委員告示第11号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第１項の規定により平成28年３月10日に提出された大津市職員措

置請求について、監査を実施したので、その結果を同条第４項の規定により、次のとおり公表する。 

平成28年５月９日  

                          大津市監査委員  土  屋     薫 

                             同     重  森  昭  彦 

                             同     清  水  ひ と み 

                             同     杉  山  泰  子 

大津市職員措置請求に係る監査の結果について 

第１ 請求の受付 

１ 請求書の提出 

   平成28年３月10日 

２ 請求人 

Ａ 代表取締役 Ｂ 

３ 請求の要旨（請求書要旨） 

大津市長に対し、瑕疵のある行政手続によって締結された違法又は不当な契約に基づく適正価格を欠い

た不要な公金の支出、財政負担の停止を求めるとともに、当該違法又は不当な契約のやり直しを請求する。 

  ⑴ 対象となる事件 

    福祉子ども部幼児政策課から発注された大津市立保育園ＡＥＤ（自動体外式除細動器）賃貸借（以下

「本件賃貸借」と略す。） 

  ⑵ 本件賃貸借の契約締結までの概略（経緯） 

   ア 平成27年９月１日 

     Ａは、幼児政策課の職員であるＣ氏から本件賃貸借に係る見積書の提出依頼のファックスを受け、

同月７日付けで見積書を送信する。Ａは、当該見積書の提出に当たり、Ｃ氏にその趣旨を確認し、Ｃ

氏から予算取りとしての参考見積りであるとの確認をとって、指示内容に従った見積書を提出した。

確認時において、Ｃ氏からは入札又は見積合わせについては、一切言及は無かった。なお、昨年度に

も、Ｃ氏から新年度予算の参考にするため見積書の提出を求められ、参考見積書を提出していたので、

その一環だと理解し、見積書を提出した。 

   イ 平成27年10月14日 

     本件賃貸借に係る指名競争入札が実施され、結果、応札する業者がなく入札は不調。同日、Ｃ氏か

ら機種を最新のものから従来のものに変更し、併せて消耗品パック５年分がついたサービスパックを

追加し、再度見積りを翌日に提出するよう、ＤのＥ氏からの電話での依頼を受け、Ａは、同月16日に

見積書を提出した。なお、見積書提出の依頼に当たっては、本件賃貸借の見積合わせのことについて

一切言及は無かった。さらには、正式な見積書提出の依頼文、仕様などを記したファックスによる通

知も無かった。 

   ウ 平成27年10月28日 

     Ａあてに平成27年10月28日付け大福幼第335号大津市立保育園ＡＥＤに係る見積照合の結果について

通知があった。その通知は、見積照合の結果、当該物品の契約先は、他社に決定したというものであ

った。 

   エ 平成27年11月６日 

     本件賃貸借に係る２回目の指名競争入札が実施され、結果、応札が１社で不調。 

オ 平成27年11月17日 

     福祉子ども部委託業務指名競争入札参加者等選定委員会において、本件賃貸借に係る業者が随意契

約（１社随意契約）により、Ｆに決定される。 

  ⑶ 瑕疵ある行政手続 

ア 公正性、平等性、透明性、説明責任を欠く違法性のある事務手続 

     ⑵に記載のとおり、平成27年10月14日、ＡあてＣ氏からの再度の見積書提出の指示においては、当

該見積書の提出が見積合わせ（物品業者の選定）となることの説明はなく、かつ、結果として業者決

定の重要なものであったにもかかわらず、物品の仕様などの詳細を示した公文書どころかファックス

による通知すら無かった。しかも、弊社に直接連絡があったわけでもなく、ＤのＥ氏から、大津市に

この内容で見積り提出する指示が来ました。つまり人伝えで、弊社は、見積りを提出しました。情報

公開請求により確認したところでは、見積書はＡのほか２者（Ｇ、Ｈ）が提出していたが、その２者

には見積書提出のファックスが送信されていた。 



     これらは、行政における公平性、平等性、透明性、説明責任を欠いた事務手続であるだけではなく、

特定の業者に対し有利な条件を与えるものであり、入札や契約に係る関係法令違反のおそれもあると

考える。 

     当然に見積合わせであることを知らず（知らされず）に、⑵に記載のとおり、１回目の入札と同様

に参考見積りとしての認識で、全く競争性を持たない金額で見積書を提出したものである。そして、

その結果、瑕疵のある見積合わせによる金額が、最終的には本件賃貸借の契約額となっており、適正

な事務手続を欠いた不当又は違法な契約である。 

イ その他の適正を欠く事務執行 

     本件賃貸借は、２回の指名競争入札の不調をもって、最終的に１者の随意契約となっているが、本

件賃貸借は、ＡＥＤの５年間のリース契約であるところ、１回目の入札においては、その対象物品で

あるＡＥＤ及び物品業者をあらかじめ決めることなく、また、現在市の入札においては、予定価格を

公表することになっていると聞いているが予定価格を公表することなく、リース業者による指名競争

入札を実施し、応札者が無かったということであるが、リース業者としては、物品が選定されず、予

定価格も公表されない状況で適正な応札ができないのは当然のことである。そして、２回目の入札で

は、あらかじめ物品を特定し、指名競争入札を実施したが、結果不調となり、次に緊急の必要により

競争入札に付することができないとの理由で、１者の随意契約となっている。 

     しかしながら、まず、そもそも本件賃貸借が一般競争入札に適さず、指名競争入札とする合理的な

理由はなく、一般競争入札が可能であること、次に、使用期間が迫ることによる緊急の必要があると

して１者随意契約を実施することについては、合理的な理由がないばかりか法令解釈において大いに

疑義があると考える。法令が規定する随意契約の理由とする「緊急の必要により競争入札に付すこと

ができないとき」とは、災害や予測不可能な事故などを原因として緊急の必要性が生じ、競争入札に

付すことができないことを言うのであって、単に適正を欠いた事務処理の結果、緊急の必要性が生じ

たとすることを認めるものではない。これを正当な理由とするのであれば、結果としてどのような契

約も１者随意契約が可能となり、法令の意図するところではない。さらには、使用期限が迫ることに

より緊急の必要性があるとのことであるが、契約期間が１回目の入札では平成27年11月１日から平成

32年10月31日まで、２回目の入札では平成27年12月１日から平成32年11月30日までと安易に変更され

ており、そのように安易に変更できるのであれば、そもそも使用期限が迫ることを理由とする合理性

に欠ける。また、使用期限については、急に期限が迫ったものではなく、かつ、４月、５月、６月と

いう年度の前半でもなく、十分に余裕をもって計画的に対応することが可能であり、対応すべきもの

である。担当者の事務処理の遅延による原因を使用期限に転嫁しているに過ぎない。 

     また、その他においても、２回目の見積書は電話連絡の翌日に提出を求めるなど、見積り作成にお

ける適正な期間を設定しないなど、不当な事務処理である。 

     これらに示すとおり本件賃貸借に係る事務手続は、適正を欠いたものである。 

⑷ 不要な公金支出 

    ⑵及び⑶に記載したとおり、競争性及び平等性を欠いた見積合わせ、合理的理由を欠いた１者随意契

約による本件賃貸借は、本来安価な金額をもって業者を決定し、適正な公金支出を担保する入札又は見

積合わせに照らし、違法又は不当なものである。 

    しかるに、本件賃貸借に係る契約額は、適正な入札又は見積合わせによって締結される契約額に比し

て、適正な製品、適正な金額、適正な契約とは考えにくく、不要な公金支出であると思われる。 

第２ 監査の実施 

 １ 請求人の陳述 

地方自治法第242条第６項の規定に基づき、平成28年４月７日に監査室において、請求人に対し、証拠の

提出及び陳述の機会を設けた。 

請求人のＡの代表取締役Ｂ氏が出席し、陳述は本件措置請求書に従って行われた。 

なお、新たな証拠の提出はなく、本件措置請求に係る市への損害額の特定について、監査委員から請求

人に対し確認を行ったが特定には至らなかった。 

 ２ 市長からの意見書の提出及び関係職員の陳述の聴取 

平成28年４月７日に本件措置請求に対して市長から意見書の提出があった。同日、監査室において関係

職員（福祉子ども部長、同部子ども政策監（幼児政策課長事務取扱）、同課長補佐）から陳述の聴取を行

った。 

   意見書の概要は、次のとおりであり、関係職員の陳述もその意見書に沿ったものであった。 

⑴ 本件の概要について 

    大津市立保育園12園に設置するＡＥＤ機器設置について、参考として３社の機種を示し、市に入札参



加登録申請を行っているリース業者のうち実績のある21社を指名し、平成27年10月14日に業者を選定す

るための入札を行ったが、全社が辞退となり入札は不調となった。 

    そこで、先に機種選定してから再度リース契約の入札をするために、ＡＥＤ機器の販売店である３社

を対象に機種選定のための見積照合を行い、最安価の見積書を提出したＧに決定した。 

    機種選定後、同年11月６日に再度、リース契約の入札を実施したが、応札者が１社のみで再び不調と

なった。 

    既設のＡＥＤ機器の使用有効期限が同年10月31日までであったことから、「緊急の必要により競争入

札に付することができない場合」との地方自治法施行令による随意契約理由に相当するとして、２回目

の入札において応札のあった業者と随意契約を行った。 

⑵ 本件賃貸借の契約締結までの概略（経緯）について 

    平成27年９月１日の記載において、「当該見積書の提出に当たり、Ｃ氏にその趣旨を確認し、Ｃ氏か

ら予算取りとしての参考見積りであるとの確認をとって、指示内容に従った見積書を提出した。確認時

において、Ｃ氏からは入札又は見積合わせについては、一切言及は無かった。」とあるが、この時の見

積依頼の主旨は、「保育園にリース契約でＡＥＤ機器を設置するに当たり、リース契約の仕様書作成と

するために必要」と説明した。 

    また、同日の記載の中で、「昨年度にも、Ｃ氏から新年度予算の参考にするため見積書の提出を求め

られ、参考見積書を提出していたので、その一環だと理解し、見積書を提出した。」とあるが、当該職

員のＣはその当時育児休暇を取得していたため、Ｃからではなく別の職員が見積書の提出を依頼したも

のである。本件とは別に、同年10月27日付けでＡから提出された次年度予算用の幼稚園のＡＥＤ機器の

交換消耗品の見積書には「来年度予算分」と記載されており、見積書提出に当たっては予算資料用かそ

うでないかが区別して提出されている。 

    同年10月14日の記載において、「見積書提出の依頼に当たっては、本件賃貸借の見積合わせのことに

ついて一切言及は無かった。」とあるが、１回目のリース契約の指名競争入札において応札業者が無く

不調に終わったことをＡのＢ社長に電話にて伝えており、その際、Ｂ社長から「通常は、機種を決定し、

次にその機種に対するリース会社を決定する２段階の手順を踏むことが必要」との説明を受けており、

改めて見積書を依頼することは、入札又は見積照合を行うものと十分に認識できたはずである。 

    また、「正式な見積書提出の依頼文、仕様などを記したファックスによる通知も無かった。」とある

が、Ｈ及びＧが取り扱う機種については、子どもが使用できる機種が限定されていることから、指定し

た機種と台数等の見積書の提出を電話にて依頼したが、担当者が外出中であったことから、ファックス

送信を求められたため送信したものである。 

    一方、Ａの取り扱うＤの機種については、子どもが使用できる機種が複数あることから、翌日にＤの

担当者に確認した上で、Ａに連絡する予定をしていた。Ｄへ確認する理由は、過去の経過において、専

門的、技術的な詳細については、Ａでは対応できずＤに確認せざるを得なかったことがあったからであ

る。翌日、Ｄに連絡する前に、ＡのＢ社長から相談にのるようにとの指示を受けたＤの担当者が来課し、

機種の選定について、現在、市立幼稚園で使用している機種で十分である等の説明を受けた。その際、

同担当者から自らがＡに見積書を作成するように伝え、見積書を市へ持参するとの申出を受けた。Ａは

Ｄの取扱店であることから、Ａに直接、電話、ファックスはしていないが、Ｄの担当者に見積照合であ

る旨を説明して、Ａに見積書提出を依頼したものである。 

    なお、見積書は、翌16日にＤの別の社員が幼児政策課に持参した。 

⑶ 瑕疵ある行政手続について 

    第１の３⑶アの公正性、平等性、透明性、説明責任を欠く違法性のある事務手続の記載において、Ｇ

及びＨへのファックス送信については、両社が取り扱う子どもが使用できるＡＥＤ機器は１機種のみで、

担当者に電話にて見積照合の主旨を伝え見積書の提出を依頼したところ、外出中であったことから、フ

ァックス送信を求められたため送信したものである。一方、Ａについては、翌日、Ａの指示を受けたＤ

の担当者が来課したことから、同担当者を通じてＡに見積書提出を依頼した。 

    ３社に対して、見積照合に関しては同じ内容を伝えており、特定の業者に対し有利な取り扱いはして

いない。 

    以上のことから、本事務手続については、請求人の主張する「公平性、平等性、透明性、説明責任を

欠いた事務手続であるだけではなく、特定の業者に対し有利な条件を与えるものであり、入札や契約に

係る関係法令違反」には当たらない。 

    また、請求人の主張する「瑕疵のある見積合わせによる金額が、最終的には本件賃貸借の契約額とな

っており、適正な事務手続を欠いた不当又は違法な契約」にも該当しないものである。 

    第１の３⑶イのその他の適正を欠く事務執行の記載のうち、「予定価格を公表することなく」とある



が、市の入札において予定価格を公表するのは、工事請負契約及び委託契約の場合であって、本件の賃

貸借（リース）契約は予定価格の公表対象とはなっていない。 

    また、「本件賃貸借が指名競争入札とする合理的な理由がない」とあるが、本件は、福祉子ども部委

託業務指名競争入札参加者等選定委員会での審議において、指名競争入札とすることが妥当との結果に

基づくものである。 

    次に、地方自治法施行令第167条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入札に付することができな

いとき」と判断した根拠は、使用期限が平成27年10月31日であったことから、同年11月１日を賃貸借期

間の開始日として当初からの年間計画に基づき進めており、１回目の入札が不調になったことから、使

用期限までの期間が切迫することになり、使用期限を経過する期間を最小限にとどめるためにも、賃貸

借期間の開始日を１か月後の12月１日としたものである。 

    さらに、「２回目の見積書は電話連絡の翌日に提出を求めるなど、見積作成における適正な期間を設

定しないなど、不当な事務処理」とあるが、２回目の見積書の提出は、提出を翌日と限定せず、Ｄを通

じて依頼しており、Ａから提出期限を猶予して欲しい旨の連絡も無く、社印を押印した見積書が提出さ

れたものである。  

⑷ 不要な公金支出について 

    ⑵及び⑶に記載したとおり、本件賃貸借は、請求人の主張する違法又は不当なものではなく、適正に

契約されたものであり、請求人の主張する不要な公金支出に該当しないものである。 

３ 本案審査に係る判断 

⑴ 本件措置請求の趣旨について 

    請求人の陳述の趣旨から、本件措置請求は、「瑕疵のある事務手続により決定された物品納入業者及

び賃貸借業者による契約は、適正な事務処理により決定し締結される契約に比して、適正な製品、金額

であるとは言えず、市長に対し、現契約に基づく賃借料の支払停止及び契約のやり直しを求めたもの」

と認めることができる。以下、請求人の主張について検討する。 

⑵ 住民監査請求制度の意義について 

    住民監査請求制度は、地方自治法第242条に規定されているもので、普通地方公共団体の職員による違

法又は不当な行為等により普通地方公共団体の住民として損失を被ることを防止するために、住民全体

の利益を確保する見地から、職員の違法、不当な行為等の予防、是正を図ることを目的としている。 

    しかしながら、同制度が地方公共団体の損失を防止し、又はその回復を図ろうとする趣旨から、単に

違法又は不当な行為に該当するだけでは足りず、更に地方公共団体に対してこれに伴う損害を与えてい

ることが必要であると解されている。 

⑶ 物品納入業者の選定について 

 請求人は、物品納入業者の選定に際して、市から請求人以外の２者に対し見積書作成依頼文書がファ

ックスにより出され、請求人に対してはこれがなかったことから、特定の業者に対して有利な条件を与

えていると述べている。本来、こうした疑念を持たれることのないよう書面による見積依頼が望まれる

ところであるが、当該文書の内容は、請求人を含めた３者それぞれで取り扱われている同機能の機種の

指定が主なものであり、見積書提出の期日も指定されておらず、見積書の作成に有利に働いたといえる

ものではない。 

    なお、市は、物品納入業者の選定を、請求人を含めた３者からの見積合わせにより行っており、最も

安価な見積書を提示した者を物品納入業者として決定している。 

⑷ 賃貸借業者の選定等について 

    請求人は、賃貸借業者選定のための入札が、あらかじめ物品納入業者を決めることなく、予定価格を

公表せずに指名競争入札により実施されたこと、また２回にわたって実施された入札が不成立となり、

入札に参加した１者との随意契約締結には理由がないことについて、適正を欠いた事務執行と指摘して

いるが、入札の執行は契約規則等の諸規定に沿って行われたものであり、入札不成立後の契約について

は、現在、保育園に設置しているＡＥＤの使用期限の経過期間を最小限にとどめるために、福祉子ども

部内に設置された委託契約等審査委員会（平成28年２月１日付けで委託業務指名競争入札参加者等選定

委員会から名称変更された。）での審議を経て、入札に参加した１者を契約業者として選定し随意契約

されたものである。 

    なお、物品については、２回目に実施された指名競争入札の予定価格の範囲内で締結された契約に基

づき納入されており、平成27年度分の賃借料も平成28年１月15日に支払が完了している。 

第３ 結論 

  以上のことから、物品納入及び賃貸借に係る契約の締結に際して最も安価な相手方が選定されていること

から市の損害は認定できず、本件措置請求については、要件を満たさない不適法なものと判断し、却下する。 



第４ 審査を終えて 

  本件措置請求に対する判断については、前述のとおり措置請求の要件を満たしていないものとの結論に至

ったが、この度の請求人からの措置請求に至った経緯は、担当職員の契約事務の理解不足に加え、賃貸借契

約の前提となった物品及び納入業者の選定に伴う見積合わせに当たり、市からの見積依頼が口頭やファック

スによって行われたことにより、請求人の疑念を招き、見積書の徴収目的について市との間に見解の相違が

生じたことが要因であると考えられる。 

  また、本件賃貸借契約に至る事務手続の監査において、事務文書の取扱い等に一部不十分な点が見受けら

れた。 

  入札及び契約事務は、公平かつ公正であることが特に重要であることから、市と業者との間において誤解

や疑念を招くことのないよう、今後は、見積合わせを依頼する場合は書面により行うとともに、組織的な対

応や確認によって適正な契約事務の執行を求めるものである。 

 

 


